
令和８年度　発注見通し公表（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び４号）

業　務　内　容
業務履行期間
　(納入期限)

種別
契約締結
予定時期

契約相手の選定基準

令和8年4月1日～

令和9年3月31日

令和8年4月1日～

令和9年3月31日

令和8年4月3日～

令和9年3月31日

令和8年4月3日～

令和9年3月31日

令和8年4月3日～

令和9年3月31日

令和8年4月3日～

令和9年3月31日

保健所健康政策課
TEL:924-3020

担当部局名
番
号

契約の名称
（物品／役務の名称）

3
郡山市休日・夜間急病センター定期清掃業
務委託

郡山市休日・夜間急病セン
ター内の清掃業務

役務の提供 令和8年4月1日

除草等に関する業務 役務の提供

発注見通し

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

令和8年4月3日

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

1 安積永盛駅前自転車等駐車場管理業務委託
安積永盛駅自転車等駐車場及
び安積永盛駅西自転車等駐車
場の管理一式

役務の提供 令和8年4月1日

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

総合交通政策課
TEL：924-3721

2 放置自転車等撤去・保管・返還業務委託

郡山駅周辺の自転車等放置禁
止区域及び規制区域内からの
自転車等の撤去、保管及び所
有者等への返還業務

役務の提供 令和8年4月1日
総合交通政策課
TEL：924-3721

5
市内各公園緑地（通年）除草等業務委託
（その１）

除草等に関する業務 役務の提供 令和8年4月3日

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

公園緑地課
TEL：924-2361

6

4
郡山市食肉衛生検査所庁舎（通年）清掃業
務委託

食肉衛生検査所庁舎の清掃 役務の提供 令和8年４月上旬

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

食肉衛生検査所
TEL943-5022

公園緑地課
TEL：924-2361

市内各公園緑地（通年）除草等業務委託
（その２）



令和８年度　発注見通し公表（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び４号）

業　務　内　容
業務履行期間
　(納入期限)

種別
契約締結
予定時期

契約相手の選定基準
担当部局名

番
号

契約の名称
（物品／役務の名称）

発注見通し

令和8年4月3日～

令和9年3月31日

令和8年5月1日～

令和9年3月31日

令和8年5月1日～

令和8年5月22日

令和8年5月7日～

令和8年11月30日

令和8年6月1日～

令和11年5月31日

10 南川管理委託
河川敷の除草、除草くずの処
分

役務の提供 令和8年5月上旬

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。

河川課
TEL：924-2701

地方自治法施行令（昭和22年政令第
16号）第167条の２第１項第４号に
よる。
選定業者及び本製品は、上記の規定
に基づき本市が認定した者及び製品
である

役務の提供 令和８年４月中旬

11
富久山総合学習センター別館夜間受付収納
業務委託（長期継続契約）

来館者に対する窓口等対応 役務の提供 令和８年５月上旬

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

生涯学習課
TEL：924-2441

8
 『classtock（クラウド型授業づくり支援
サービス）』ライセンス使用契約

授業づくり支援サービスライ
センスの使用契約

9 郡山市定例表彰に係る筆耕業務 賞状の筆耕 役務の提供 令和８年４月下旬

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

防災危機管理課
TEL：924-2161

教育研修センター
Tel:024-983-1120

7
農村公園維持管理事業
農村公園（通年）
緑地等維持管理業務委託

除草作業・芝生管理
樹木管理・公園内清掃

役務の提供 令和8年4月3日

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

公園緑地課
TEL：924-2361



令和８年度　発注見通し公表（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び４号）

業　務　内　容
業務履行期間
　(納入期限)

種別
契約締結
予定時期

契約相手の選定基準
担当部局名

番
号

契約の名称
（物品／役務の名称）

発注見通し

令和8年6月1日～

令和11年5月31日

令和8年5月25日～

令和8年5月29日

令和8年6月1日～

令和8年11月30日

令和8年6月8日～

令和8年11月27日

15
郡山市富久山クリーンセンター外除草業務
委託

特定疾患患者福祉手当現況届通知書封入業
務委託

13 封入作業

富久山クリーンセンター外場
内の植込地、芝生等の除草

14
緑ケ丘防災備蓄倉庫　除草業務
【令和８年３月26日更新】

役務の提供 令和８年５月中旬
障がい福祉課
TEL：924-2381

生涯学習課
TEL：924-2441

役務の提供 令和８年６月上旬

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和46年法律第68号）第
37条第1項に規定するシルバー人材
センターまたはこれに準ずる者とし
て市長の認定を受けたもの。
・郡山市内に拠点を有するもの

資源循環課
富久山クリーンセンター

TEL:932-3152

防災危機管理課
TEL：924-2161

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。

除草・草刈 役務の提供 5月中旬

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。

12
清水台地域公民館夜間受付業務委託（長期
継続契約）

来館者に対する窓口等対応 役務の提供 令和８年５月上旬



令和８年度　発注見通し公表（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び４号）

業　務　内　容
業務履行期間
　(納入期限)

種別
契約締結
予定時期

契約相手の選定基準
担当部局名

番
号

契約の名称
（物品／役務の名称）

発注見通し

契約締結の日～

令和9年3月23日

令和8年7月27日～

令和8年7月31日

令和8年8月21日～

令和8年11月20日

16 郡山市共用墓地清掃業務委託
咲田共用墓地敷地内の草刈
り、ごみの収集・処分等（年
３回実施）

役務の提供 令和８年７月下旬

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。

環境政策課
TEL：924-2731

17 特別障害者手当現況届通知書封入業務委託 封入作業

参加賞品の納入
郡山市おもいやり作文コンクール参加賞の
納入
（250個程度）

役務の提供 令和８年７月下旬
障がい福祉課
TEL：924-2381

18
障がい福祉課
TEL：924-2381

令和８年８月下旬物品の購入

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。



令和８年度　発注見通し公表（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び４号）

業　務　内　容
業務履行期間
　(納入期限)

種別
契約締結
予定時期

契約相手の選定基準
担当部局名

番
号

契約の名称
（物品／役務の名称）

発注見通し

令和8年8月21日～

令和8年11月20日

令和8年10月1日～

令和8年12月3日

令和8年9月10日～

令和8年10月9日

令和8年10月1日～

令和8年12月3日

21
第78回郡山市発明工夫展表彰式に係る賞状
筆耕業務委託

賞状筆耕業務 役務の提供 令和８年９月上旬

・高年齢者等の雇用の安定等に関す
る法律（昭和4年法律第68号）第37
条第1項に規定するシルバー人材セ
ンターまたはこれに準ずる者として
市長の認定を受けた者。
・郡山市内に拠点を有する者。

産業創出課
TEL 024-924-2271

つながるアート展入賞者賞状の納入 記念品の納入22

19 記念品の納入

つながるアート展記念品の納入（750個程
度）

記念品の納入

物品の購入 令和８年10月上旬
障がい福祉課
TEL：924-2381

障がい福祉課
TEL：924-2381

令和８年10月上旬物品の購入

郡山市おもいやり作文コンクール記念品の
納入
（20個程度）

20

障がい福祉課
TEL：924-2381

令和８年８月下旬物品の購入

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。



令和８年度　発注見通し公表（地方自治法施行令第167条の２第１項第３号及び４号）

業　務　内　容
業務履行期間
　(納入期限)

種別
契約締結
予定時期

契約相手の選定基準
担当部局名

番
号

契約の名称
（物品／役務の名称）

発注見通し

令和8年10月26日～

令和8年11月27日

役務の提供 令和８年10月下旬23
おもいやり作文コンクール作品データ入力
業務

作文データ校閲・入力業務
障がい福祉課
TEL：924-2381

・障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律（平成
17年法律第123号）第５条第11項に
規定する障害者支援施設、同条第28
項に規定する地域活動支援センター
及び同条第１項に規定する障害福祉
サービス事業を行う施設及び小規模
作業所（障害者基本法第18条第３項
の規定に該当する施設）またはこれ
に準ずる者として市長の認定を受け
た者。
・郡山市内に拠点を有する者。


